
業務内容 保育士 幼稚園講師 調理員 用務員
児童クラブ支援員・補助員

勤 務 地 保育所 幼稚園 認定こども園
放課後児童クラブ

詳細内容 ウラ面の一覧をご覧ください。

【募集】

受付期間 随時
※8：30～17：15（土日、祝日を除く）

提出書類 □試験申込書（ＨＰを参照）

□資格・免許の写し ※必要な方のみ

提出先 保育幼稚園課（市役所４階）
〒791-0292 東温市見奈良５３０番地１

☎：９６４－４４８４

【試験】

試験日程 随時 ※申込により個別にご案内します

試験内容 〔月給〕作文、面接 〔時給〕面接のみ

試験会場 東温市役所４階 会議室

令和 ８ 年度

『保育士の１日に密着』

調理員
（拝志保育所）

保育士
（川内保育園）

保育士
（南吉井保育所）

支援員・補助員
（川上くすのき児童クラブ）



R8.2.24

【お問い合わせ先・提出先】
東温市 教育委員会 保育幼稚園課（市役所４階） 担当 伊賀
住所：791-0292 東温市見奈良５３０番地１ ☎：９６４－４４８４

たくさんの
応募お待ち
しております。

職種
勤務
日数

勤務時間 職務内容 勤務場所 給料・報酬
社会保険等の

適用
応募要件

（免許・資格等）
採用予定
人数

1 保育士A 週5日

[通常]8時15分から17時までの内7時間45分
[早出]7時から15時45分までの内7時間45分
[遅出]10時15分から19時までの内7時間45分
(休憩1時間)
※勤務シフトによる変更有

保育所等における保育業務 市立保育所
月給
221,320円～

健康、厚生、
雇用、労災
※退職手当制
度あり

保育士資格を有する者
※１ １０人

2 保育士C
週1日
～5日

[早朝]7時から9時30分までの内2時間30分
[延長]15時30分から19時までの内3時間30分
[指定休代替]8時15分から17時までの内7時間
30分
(6時間を超える場合、休憩1時間)

保育所における保育業務
（早朝、延長、土曜日等変
則勤務）

市立保育所
又は
市立認定こども園

時給
1,359円

労災（健康、
厚生、雇用は
勤務日数に応
じて加入あ
り）

保育士資格を有する者
※１ 若干名

3 調理員C
週2日
～5日

8時30分から11時30分までの内3時間　又は
8時15分から16時45分までの内7時間30分
(6時間を超える場合、休憩1時間)
※勤務シフトによる変更有

保育所における給食調理業
務

市立保育所
時給
1,168円

労災 特に無し 若干名

4 保育所用務員 週5日
[環境整備]13時から16時までの内2時間
　　　　　 又は　3時間
[交通整理]7時30分から9時30分までの内2時間

保育所における環境整備及
び交通整理等

市立保育所
※交通整理は双葉
保育所のみ

時給
1,147円

労災 特に無し 若干名

5 幼稚園講師 週5日

8時から16時45分までの内7時間45分
又は
9時30分から18時15分までの内7時間45分
（休憩1時間)

幼稚園等における保育業
務、預かり保育業務

市立幼稚園
又は
市立認定こども園

月給
221,320円～

健康、厚生、
雇用、労災
※退職手当制
度あり

幼稚園教諭免許状を有
する者
※１、※２

若干名

6
放課後児童クラ
ブ支援員A

週6日

[平日]13時から19時までの6時間
[土曜日]8時から18時までの内7時間30分
[長期休業中]8時から18時までの内7時間30分
(6時間を超える場合、休憩1時間)
※勤務シフトによる変更有

放課後児童クラブにおける
児童の保育及び運営業務等

市内放課後児童ク
ラブ

月給
218,366円～

健康、厚生、
雇用、労災

保育士、幼稚園・小学
校教諭等資格を有する
者※１、または同様施設
で２年以上勤務経験のあ
る者（ただし、県の研修
受講を要件とする。）

１人

7
放課後児童クラ
ブ支援員B

時給
1,340円

保育士、幼稚園・小学
校教諭等資格を有する
者※１、または同様施設
で２年以上勤務経験のあ
る者（ただし、県の研修
受講を要件とする。）

8
放課後児童クラ
ブ補助員

時給
1,212円

特に無し

給料・報酬は、改定等で採用時に変更となる場合があります。
※１．令和8年3月31日までに取得見込みの人を含む。（取得見込みの参考となる書類を提出すること。（例：大学卒業と同時に資格取得する場合は、卒業見込証明。））
※２．採用時点で有効な免許状であること。

令和８年度東温市教育委員会会計年度任用職員募集職種一覧

週1日
～5日

放課後児童クラブにおける
児童の保育及び運営補助業
務等

市内放課後児童ク
ラブ

労災（健康、厚

生、雇用は勤務
日数に応じて加
入あり）

若干名

[平日]13時から19時までの内4時間又は5時間
[土曜日]8時から18時までの内7時間30分
[長期休業中]8時から18時までの内7時間30分
[振替休業日]8時から19時までの内7時間30分
(6時間を超える場合、休憩1時間)
※勤務シフトによる変更有


